
○勝浦市子ども医療費の助成に関する条例施行規則  

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、勝浦市子ども医療費の助成に関する条例（平成

２２年勝浦市条例第１１号。以下「条例」という。）の施行に関し、

必要な事項を定めるものとする。  

（定義） 

第２条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例

による。 

（受給資格の申請） 

第３条 条例第７条第１項の規定により子ども医療費の受給資格の登

録を受けようとする者は、子ども医療費助成申請書（別記第１号様

式）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。た

だし、市長が必要ないと認めるときは、添付書類の一部を省略する

ことができる。  

(1) 医療保険各法による被保険者証又は組合員証（以下「被保険者

証等」という。）の写し  

(2) 申請日の属する年度（申請日が４月から７月までの間である場

合は前年度とする。）の市区町村民税額及び所得額等を証する書

類 

(3) その他市長が必要とする書類  

２ 前項の規定にかかわらず、本市において市民税額及び所得額等を

確認することができる保護者のうち、市長が市民税額及び所得額等

を確認することに同意したものについては、前項第２号に掲げる書

類（以下「税額確認書類」という。）の提出は要しない。 

３ 市長は、第１項の申請があった場合において、助成を行うことに

決定したときは、子ども医療費助成受給券（別記第２号様式）（以



下「受給券」という。）を助成対象者に交付し、助成を行わないこ

とに決定したときは、子ども医療費助成申請却下通知書（別記第３

号様式）により当該申請者に通知するものとする。  

（受給券の有効期間及び更新）  

第４条 受給券の有効期間は、前条第１項の規定による申請書の提出

があった日の属する月の翌月の初日から次の各号に掲げる日までと

する。 

(1) 小学校３年生以下の者にあっては、毎年７月３１日又は９歳に

達する日以後の最初の３月３１日のいずれか早い日  

(2) 満１５歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある

者のうち小学校３年生以下の者の以外の者にあっては、毎年の７

月３１日又は１５歳に達する日以後の最初の３月３１日のいずれ

か早い日  

２ 市長は、受給券の有効期間が毎年７月３１日をもって終了した場

合において、当該受給券に係る助成対象者が引き続き条例第３条に

規定する助成対象者の要件を備えていると認めるときは、受給券を

更新するものとする。この場合において、当該更新する受給券の有

効期間は、前項の規定を準用する。  

３ 市長は、前項の規定により受給券を更新するときは、当該受給券

に係る子どもの属する世帯の毎年７月１日現在の当該年度の税額確

認書類の提出を求め、世帯区分を認定するものとする。 

４ 第３条第２項の規定は、前項の規定による受給券の更新の場合に

準用する。 

（助成の申請）  

第５条 助成対象者が条例第８条第２項及び第３項の規定による助成

を申請する場合は、子ども医療費支給申請書（別記第４号様式）に

次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。ただし、



市長が必要ないと認めるときは添付書類の一部を省略することがで

きる。 

(1) 被保険者証等の写し  

(2) 領収書  

(3) その他市長が認める書類  

（助成金の交付）  

第６条 市長は、前条の規定に基づき申請書を受理したときは、その

可否を決定し、適正と認めた者については子ども医療費給付決定通

知書（別記第５号様式）により、給付を不適正と認めた者について

は子ども医療費給付却下通知書（別記第６号様式）により、通知す

るものとする。  

（届出等の義務）  

第７条 条例第１０条第１項の規定に基づく受給資格登録内容の変更

の届け出は、子ども医療費受給資格登録変更届（別記第７号様式）

に市長が必要と認める書類を添えて行わなければならない。  

２ 条例第１０条第２項の規定に基づく受給券の返納は、受給券を添

えて子ども医療費助成受給券返納届（別記第８号様式）を提出する

ことにより行わなければならない。  

（受給券の再交付） 

第８条 受給券の交付を受けた助成対象者は、受給券を紛失し、汚損

し、又は破損したときは子ども医療費助成受給券再交付申請書（別

記第９号様式）により市長に受給券の再交付を申請することができ

る。 

２ 受給券を汚損し、又は破損したときの前項の規定による申請は、

当該受給券を添えて行わなければならない。  

３ 受給券を汚損し、又は破損した助成対象者が、紛失した受給券を

発見したときは、速やかに発見した受給券を市長に返還しなければ



ならない。 

（証明経費）  

第９条 市長は、第５条に規定する支給申請書の証明に要する経費の

一部を助成するものとし、その額は１件につき１００円とする。  

（関係簿冊）  

第１０条 市長は、子ども医療費助成の適正を期するため、子ども医

療費助成台帳（別記第１０号様式）を作成し、常に整理しておかな

ければならない。  

（補則） 

第１１条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定め

る。 

附 則 

（施行期日）  

１ この規則は、平成２２年１２月１日から施行する。  

（勝浦市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則等の廃止）  

２ 次に掲げる規則は、廃止する。  

(1) 勝浦市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則（平成１５年

勝浦市規則第１８号） 

(2) 勝浦市学童医療費の助成に関する条例施行規則（平成２１年勝

浦市規則第８号）  

（経過措置）  

３ この規則の施行前に前項各号の規定による廃止前の勝浦市乳幼児

医療費の助成に関する条例施行規則及び勝浦市学童医療費の助成に

関する条例施行規則に基づき乳幼児及び学童が受けた医療について

は、なお従前の例による。  

附 則（平成２６年４月１日規則第８号）  

この規則は、平成２６年４月１日から施行する。  



附 則（平成２７年１０月２６日規則第２４号）  

（施行期日）  

１ この規則は、平成２７年１１月１日から施行する。  

（経過措置）  

２ この規則の施行前に受けた申請については、なお従前の例による。 


